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１１０番は緊急電話です。
落とし物、免許証等の問い合わせは
それぞれの専用電話又は警察署に
問い合わせてください。
相談ごとは＃９１１０！！

１１０番映像通報実施中！
詳しく知りたい方はこちら

※政府インターネットテ
レビの動画掲載サイト
にアクセスします。

令和８年４月１日から
道路交通法改正されます！

自転車の交通違反に
交通反則通告制度（青切符）が適用

これを機に、自分の
運転方法を見直そう！！

※交通反則通告制度は
１６歳以上が対象です


